
          

今月の写真： 鬼首の秋 

photo by Shiho.K 



 編集後記： 

秋も深まり朝晩は大分肌寒くなってまいりました。日に日に冬の

足音が近づいているようですね。皆様はどのような晩秋を楽しん

でいらっしゃいますか？ 

私は先日、鬼首の奥へ紅葉を見にドライブへ行って来ました。青

く高く晴れた秋空と見事に色づいた木々の織りなすコントラスト

が美しかったです。少しでも秋を満喫しようと目をつむり思いっ

きり深呼吸をすると、少し冷たい空気が喉を通って自分も秋の風

景の一部に溶け込んだような気がしました。 

秋は通勤途中にも感じられます。健康を考えて片道を徒歩で通勤

しているのですが、目に入る勾当台公園の紅葉はとてもきれいで

す。県庁前の銀杏も実をつけて黄色に染まり始めました。残り少

ない秋を満喫したいですね。 

 
 

 

 

労働安全衛生法改正案を臨時国会提出へ 

～すべての職場が全面禁煙か分煙に～ 
 
厚生労働省は、すべての事業所と工場に「全面禁煙」
もしくは、喫煙室以外での喫煙を禁止する「空間分煙」
を義務付けることなどを盛り込んだ労働安全衛生法改
正案をまとめ、臨時国会に提出となりました。 
 
【ポイント】 
○メンタルヘルス対策の充実・強化 
・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を
把握するための検査を行うことを事業者に義務づけ
ます。 

・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労
働者に直接通知されます。医師又は保健師は労働者
の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することは
できません。 

・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出た
ときは、事業者は医師による面接指導を実施しなけ
ればなりません。なお、面接指導の申出をしたこと
を理由に労働者に不利益な取扱をすることはできま
せん。 

・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必
要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、
適切な就業上の措置をしなければなりません。 

 
○型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加 
・特に粉じん濃度が高くなる作業をする労働者に使用
が義務づけられている「電動ファン付き呼吸用保護
具」を、型式検定及び譲渡の制限の対象に追加しま
す。 
 

○受動喫煙防止対策の充実・強化 
・受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を
事業者に義務づけます。 

・ただし、当面の間は、飲食店や措置が困難な職場に
ついては、受動喫煙の程度を抑えるために一定の濃
度又は換気の基準を守ることを義務づけます。 

 
●「円高倒産」が過去最多に（11 月 10 日） 

帝国データバンクが 10 月の全国企業倒産集計の結
果を発表し、円高が原因で倒産したいわゆる「円高
倒産」の件数が 15 件に上ったことがわかった。集計
開始以降、月別では最多。今年１～10月は計 59 件
で、前年１～12 月の計 58 件を超えた。大企業が生
産拠点を海外に移転した影響により下請企業が倒産
するケースが増加している。 

  
●約３割の人が「家族が認知症」（11 月 9日） 

家族に認知症患者がいる、または、いた経験のあっ
た人が約３割に上ることが、製薬会社（ヤンセンフ
ァーマ株式会社）の調べでわかった。うち４割弱の
人は介護経験があるとしている。介護経験者は年代
が上がるほど増加し、30代では 19.3％、60 代では
61.3％に上っている。 

  
●建設業の従業員数が過去最低（11 月 9 日） 

国土交通省は、2010 年における建設業の従業員数
が 16 万 4,984 人（前年比 0.5％減）となったと発表
した。1994 年の調査開始以降、過去最低。調査対
象は大手建設業者 55 社。前年実績を下回るのは３
年連続で、ピーク時（1994 年）と比べて４割近く減
少した。同省では「震災の復興需要で 2011 年はやや
改善する可能性がある」と分析している。 

  
●被災３県での失業手当延長が約４倍に（11 月 7 日）

厚生労働省は、岩手、宮城、福島の３県で失業手当
を受給した人のうち、仕事が見つからずに受給期間
を延長した人が１万 2,705 人（９月末時点）に上る
と発表した。前年同時期の 3,213 人から約４倍とな
った。宮城が 5,890 人（前年比 3.85 倍）、福島が
4,875 人（同 4.46 倍）、岩手が 1,940 人（3.26 倍）
となっている。 

  
●民間企業の冬季賞与 1.2％減の見通し（11 月 6 日）

民間企業における冬季賞与の１人当たり平均支給額
が 37 万 4,800 円（前年比 1.2％減）となり、３年連
続でマイナスとなる見通しであることが、民間シン
クタンク４社の調査で明らかになった。震災などの
影響により企業収益が落ち込んだためとみられる。

 
 

最低賃金が改訂されます 

平成 23 年 10 月 29 日より 675 円 

1 日 （8 時間）5,400 円   
1 カ月（168 時間：21 日）113,400 円   
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スタッフ紹介 

皆様、はじめまして。小沼善太郎と申します。 
４月から当事務所にて、行政書士として勤務しておりました
が、１０月６日付をもって司法書士登録も致しました。 
 生まれは福島で、大学入学を機に仙台に来てかれこれ十数
年、まだまだ至らない点もございますが、商業登記、不動産
登記、行政書士業務などの法務を通じ、皆様の縁の下の力持
ちとなれるよう研鑽を積んで参りたいと考えております。 
 どうぞよろしくお願い致します。 


